
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業の概要 

本事業では、岡山県内への若者の還流･定着および岡山県内の中小企業の人材確保を 

図るため、若手従業員の奨学金返還を支援し、岡山県とともに若者の岡山県内就職の 

促進等に取り組む中小企業者に対し、当該企業の支援負担額の一部を補助します。 

 

（１）補助対象企業（本事業で従業員に対する奨学金返還支援事業を行う中小企業者） 

     以下のすべての要件を満たす中小企業者 

① 岡山県内に主たる事業所を有するまたは岡山県外に主たる事業所があるが、岡山 

県内にある事業所に勤務先を限定した採用を行っている中小企業者 

② 本事業で補助金の対象となる従業員（以下「支援対象者」という。）への奨学金 

返還支援制度（以下「返還支援制度」という。）を設け、手当として奨学金返還 

のための金銭を従業員に支給（以下「手当支給」という。）もしくは従業員に代 

わって独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）に対して直接返 

還（以下「代理返還」という。）またはその両方を行っている中小企業者。 

ただし、支援対象者が退職した場合に、支援対象者に手当支給額または代理返還 

額の全部または一部の返還義務を負わせる返還支援制度および手当支給または 

代理返還に伴い本給その他の手当の減額が行われる返還支援制度を設ける中小企 

業者を除く。 

※ 中小企業者の範囲は後記２（１）～（２）を参照 

      ※ 補助を受けるためには岡山県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。) 

に登録されることが必要です。後記「７ 制度創設等事務手続き」参照 

 

（２）支援対象者 

       補助対象企業に勤務する従業員で、①～⑧までのすべての要件を満たす者 

① 令和９年度末までに採用された者、または令和９年度に採用内定(企業の雇用の 

意思と学生の入社の意思が決定した状態)となった者で令和１０年度末までに採 

用された者 

② 雇用期間の定めがなく、補助対象企業において正社員として勤務している者 

③ 機構から奨学金を貸与された者で、その奨学金を返還予定または返還中である者 

④ ③の奨学金について、他団体から重複して返還支援を受けていない者 

⑤ 過去に岡山県の中小企業就職促進奨学金返還支援事業、および中小企業Ｕターン

就職促進奨学金返還支援事業の支援を受けたことがない者 

⑥ 岡山県内に所在する事業所等に勤務している者 

⑦ 申請日の属する年度末時点で３５歳未満である者 

⑧ 補助対象企業が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる会 

社を含む。）である場合は、当該事業主と同居している親族でない者。ただし、 

勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は除く。 

令和８(２０２６)年４月 第８版 

２０２６年 4月 第８版 

中小企業就職促進奨学金返還支援事業 

補助金申請の手引き 



 

（３）補助対象期間  

令和６年度以降に採用された支援対象者は採用された日の属する月を１か月目とし 

て以後３年[３６か月]以内。なお、新卒採用者は６か月の返還据え置き期間がある 

ため実質３０か月以内となります。 

   ※ 令和５年度までに採用された者、および令和５年度の採用内定者で令和６年度に

採用された者は、同様に採用後５年[６０か月]以内。 

※ 岡山県外に所在する事業所で勤務している期間は補助対象外です。なお,その期 

間も補助対象期間の計算に含まれます。 

 

（４）支援対象者 1人当たり年間補助額 

支援対象者の奨学金年間返還額の範囲内で補助対象企業が手当として支給した額、 

および代理返還した額を補助対象額とし、その２分の１の額に千円未満を切り捨て 

た額、または９万円のいずれか低い額。 

※ 奨学金年間返還額を超えて支給している場合は 奨学金年間返還額を補助対象額 

とします。 

※ケース７ 

  従業員の年間返還額より手当支給額の方が多いケース 

   

（５）事業実施期間 

令和９年度まで 

※ 本事業では令和９年度の採用内定者で令和１０年度中に採用された者が最終の支

援対象者となり、補助金の最終支払年月は令和１３年３月までとなります。 

  このため、令和１０年５月以降に採用された支援対象者の補助対象期間は３６ 

  か月になりません。 

 

２ 補助対象企業の要件等の補足 

（１）補助対象となる中小企業者 

中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業者(会社および個人)または中小企業 

信用保険法施行令第１条第２項に定める中小企業者で、具体的には下表のとおりで 

す。 

【従業員の返還額と支給額に応じた企業・本人の負担額と補助額の具体例】 

年間ベース 

ケース 
従業員の 

返還額 

企業の支給額  

本人負担額  企業負担額 

（1/2） 

補助額 

（1/2） 

ケース１ 20 万円 20 万円 11 万円 上限額 9 万円 なし 

ケース２ 20 万円 14 万円 7 万円 7 万円 6 万円 

ケース３ 18 万円 18 万円 9 万円 9 万円 なし 

ケース４ 18 万円 16 万円 8 万円 8 万円 2 万円 

ケース５ 12 万円 12 万円 6 万円 6 万円 なし 

ケース６ 12 万円 8 万円 4 万円 4 万円 4 万円 

ケース７ 12 万円 18 万円 12 万円 6 万円 なし 



＜中小企業者の範囲＞ 業種に応じて①または②を満たす企業 
 

業 種 
①資本金の額または 

出資の総額 

②常時使用す

る 

従業員数 

中小企業基本
法第２条第 1
項 

製造業、建設業、運輸業等 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

中小企業信用
保険法施行令
第１条第２項 

ゴム製品製造業（自動車または
航空機用タイヤおよびチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造
業を除く） 

３億円以下 ９００人以下 

ソフトウエア業または情報処理

サービス業 
３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下 

  ※注意 

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・ 

財団法人、学校法人、農事組合法人、組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業 

等協同組合法に基づく組合等）などは補助対象外です。 

 

（２）補助対象企業の適格要件 

補助対象企業は、下記①～⑧のすべての適格要件を満たさなければなりません。 

① 国または地方公共団体から出資を受けていない 

② 届出日または交付申請日の前日から過去１年間に、労働関係法令違反で送検され 

公表されていない 

③ 岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第２条第３号に掲げる 

暴力団員等でなくそれらとの関係もない  

④ 性風俗関連特殊営業など、風俗上好ましくない事業は行っていない 

⑤ 届出日または交付申請日時点で倒産していない 

⑥ 届出日または交付申請日の前日から過去１年間に、岡山県の補助金について、不 

正受給処分（不支給措置）がとられていない 

⑦ 届出日または交付申請時点で岡山県税の滞納がない 

 

３ 支援対象者の補足 

（１）｢雇用期間の定めがなく、補助対象企業において正社員として勤務している者｣ 

試用期間中の者は支援対象者に該当しますが、契約社員、嘱託社員等の有期雇用者 

は該当しません。フレックス勤務や短時間勤務、テレワーク勤務などの勤務形態は 

問いません。 

 

（２）｢機構から奨学金を貸与された者で、その奨学金を返還予定または返還中である者｣ 

該当する奨学金は、第一種、第二種で奨学金の利子の有無や支援対象者の学歴は問 

いません。 

例：大学、大学院、短大、高専、専修学校専門課程の卒業者、中退者 



（３）｢他団体から重複して返還支援を受けていない者｣ 

本事業の対象である機構の奨学金について、市町村等他団体が創設している返還支 

援制度などから同時または重複して支援を受けていない者をさします。返還支援制 

度の併用はできませんのでいずれかの制度を選択していただく必要があります。 

※ 特定地域に一定期間定住した後に一括支援が受けられる制度との重複に注意くだ 

さい。 

 

（４）｢過去に岡山県の中小企業就職促進奨学金返還支援事業、および中小企業Ｕターン就 

職促進奨学金返還支援事業の支援を受けたことがない者｣ 

岡山県の支援事業で支援実績のある支援対象者が別の補助対象企業へ転職しても支 

援対象者にはなれませんが、過去に他府県の同様な制度の支援対象者であったとし 

ても支援対象者の要件を満たせば本事業の支援対象者になれます。 

 

（５）｢岡山県内に所在する事業所等に勤務している者｣の補足 

従業員の住居地は岡山県内である必要はなく、岡山県外の住居地から岡山県内の事 

業所等への通勤者でも支援対象者となります。 

※ 社内規程等でＩＪＵターン就職限定の要件がある場合は岡山県への転入が必須と 

なります。 

       

（６）｢申請日の属する年度末時点で３５歳未満である者｣ 

支援対象者の補助金交付申請を行う年度末(３月３１日)時点の年齢が３５歳未満の 

者をさします。 

よって、補助金交付申請年度中に満３５歳に達する者については交付申請できませ 

ん。 

 

６ 事務手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 補助金交付申請・事前着手申出 

   『中小企業就職促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書』(様式第２号)に『事業計 

画書』と『補助金交付申請提出書類確認・自己申告書』およびこれに記載の以下の 

必要書類を添えて中央会が定める期限内に申請をしてください。 

※ 新卒採用者、中途採用者および補助対象期間が残存し継続申請する者すべてが申 

請手続きが必須となります。 
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8 月～10月 2 月 3 月 4 月 

- 例）新卒採用者にかかる１年間の事務の流れ - 

4 月～５月 



※ 交付決定前に本事業(手当支給、代理返還開始)に着手する場合は、『中小企業就 

職促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書』の「５事前着手の要否確認」に記 

載してください。この場合でも当該事業年度の４月１日より前に遡ることはでき 

ません。 

【必要書類】 

① 「就業規則」または「賃金規程」など手当支給または代理返還の根拠が確認でき

る書類の写し 

② 「従業員名簿」または「組織図」など支援対象者の勤務地が確認できる書類の写 

し 

③ 支援対象者の「雇用契約書」または「雇入通知書」の写し 

④ 支援対象者の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の写し 

⑤ 機構の「貸与奨学金返還確認票」や「口座振替（リレー口座）加入通知」など支 

援対象者の奨学金年間返還額および奨学生番号が確認できる書類の写し 

⑥ 支援対象者の「退職証明書」や「卒業証明書」など、補助対象企業に採用される 

前に勤務・通学していたことを証明する書類の写し(初回申請時のみ) 

⑦ 支援対象者の署名がある「内定承諾書」の写し(内定者のみ 初回申請時のみ) 

⑧ 補助対象企業のうち、「就業規則」または「賃金規程」などで、岡山県外からＩ 

ＪＵターン就職した従業員のみを支援対象者としている企業については、支援対 

象者が岡山県外からＩＪＵターン就職したことが確認できる書類の写し（「住民 

票」の写し、「建物賃貸借契約書」の写しなど）（初回申請時のみ） 

⑨ 岡山県税の「納税証明書」など岡山県税に滞納がないことを証明するもの(完納 

証明)の写し(発行日から起算し１年以内のもの) 

⑩ その他中央会が必要と認める書類 

     

（２）変更承認申請 

年度途中に支援対象者の増減があった場合、退職・休職および岡山県外事業所への 

所属替えがあった場合または支給する手当の額に増減があった場合等は、速やかに 

『中小企業就職促進奨学金返還支援事業補助金変更承認申請書』（様式第３号）に 

『変更後の事業計画書』と『補助金変更承認申請提出書類確認・自己申告書』およ 

びこれに記載の必要書類を添えて申請をしてください。 

 

（３）支援事業の中止(廃止)承認申請 

本事業を中止または廃止しようとするときは『中小企業就職促進奨学金返還支援事 

業補助金中止(廃止)承認申請書』(様式第４号)を提出してください。なお、制度自 

体を中止(廃止)される場合は、後記「７ 制度創設等事務手続き」を参照くださ 

い。 

 

（４）交付決定の通知 

各申請時に提出された書類により岡山県の実施要綱および中央会の実施要領に基づ 

き審査等を行い、予算の上限に達するまで交付決定を行います。 

審査結果については交付決定通知書等にて通知します。 

 

（５）進捗状況報告・補助金請求 

交付決定を受けた全ての支援対象者への支給額について、当該年度の２月末までに 

『中小企業就職促進奨学金返還支援事業補助金進捗状況報告書』(様式第５号)に 



『進捗状況報告書』」および下記の必要書類を添えて報告・請求をしてください。 

※請求期限の２月末を超えた場合は、補助金の受取りができない場合がありますの 

で注意ください。 

 

① 手当支給の場合 

 ・１月末までに支援対象者が返還した奨学返還金額が確認できる書類 

  返還額が引き落とされた通帳の写しやスカラネットＰＳでの返還が確認できる 

    書類など 

   ※ スカラネットＰＳ：奨学生本人が奨学金に関する情報をインターネット 

上で閲覧等ができる情報システム。 

・１月末までに支給(予定)した手当額が確認できる書類 

支給した全ての月の｢賃金台帳｣や｢給与明細書｣の写しなど 

   ② 代理返還の場合 

    ・１月末までに代理返還した対象者、金額が確認できる書類 

スカラネットＫＩの振替結果照会表や払込受領証の写しなど 

※ スカラネットＫＩ：企業が従業員の奨学金返還を直接返還する「代理返 

還」専用の情報システム       

（６）補助金交付 

      上記（５）の補助金請求に基づき補助金を３月に交付します。 

 

（７）実績報告 

２～３月分の支給額が確定した後、次年度の４月１０日までに、『中小企業就職促進 

奨学金返還支援事業補助金実績報告書』(様式第６号)』と『事業報告書』に下記の 

必要書類を添えて、報告をしてください。この報告により審査を行い補助金額の確 

定通知をします。 

① ２～３月の支給額が確認できる書類(手当支給の場合：２～３月の｢給与明細書｣ 

｢賃金台帳｣の写し、代理返還の場合：スカラネットＫＩの振替結果照会表、払込 

受領証の写し等) 

② 手当支給の場合、支援対象者が２～３月に返還した奨学金返還額が確認できる書 

類(返還額が引き落とされた通帳の写しやスカラネットＰＳでの返還状況が確認 

できる資料など） 

 

（８）書類の提出方法および通知書の受領方法 

      各申請・報告は各書類の原本送付またはＰＤＦ化し、メールで提出してください。 

   ※中央会からの通知書類もＰＤＦ化し、メールで通知します。 

 

（９）不正・不当受給時の取扱い 

過失の有無を問わず事実に反する申請を行う行為や重複受給等により、補助金を不 

正または不当に申請・請求し場合は、不交付とするかまたは交付を取り消しし 

ます。既に交付した補助金については、補助対象企業が返還の義務を負います。 

※ 岡山県補助金等交付規則(岡山県規則第５６号)により、加算金及び延滞金が発生 

する場合があります。 

 

 

 



７ 制度創設等事務手続き 

（１）制度創設・変更 

   補助対象企業が、返還支援制度を創設し、本事業を開始しようとする場合『中小 

企業就職促進奨学金返還支援制度創設・変更届出書』(様式第１号)に下記の必要書 

類を添えて中央会へ届出してください。 

① 就業規則または賃金規程など手当支給または代理返還の根拠がわかる書類の写し 

② 発行日より１年以内の法人登記簿謄本の写し 

         ※個人事業主は直近の確定申告書の写し等 

 

２ 「就業規則」または「賃金規程」などの内容を変更する場合も『中小企業就職促進奨 

学金返還支援制度創設・変更届出書』(様式第１号)に変更後の内容が確認できる書類 

を添えて中央会へ届出してください。 

 

（２）制度の中止(廃止) 

   本制度を中止または廃止しようとするときは『中小企業就職促進奨学金返還支援制 

度中止(廃止)届出書』(様式第１号の２)を中央会へ届出してください。 

 

８ Ｑ＆Ａ 

  Ｑ１ 手当として支給された額は、従業員の源泉徴収等の対象となるか？ 

Ａ１ 他の手当と同様に、源泉徴収等の対象となり得ます。詳しくは、所轄税務署に 

お問い合わせください。 

 

Ｑ２ 会社が従業員に代わって代理返還した場合、補助の対象になるか？ 

  Ａ２ 令和８年４月１日以降に採用した従業員は補助の対象になります。 

 

    Ｑ３ 代理返還した場合、従業員の源泉徴収等や会社の社会保険支払の対象となるか？ 

  Ａ３ いずれも対象にならないとされています。詳しくは、機構ホームページで確認 

ください。 

 

Ｑ４ 現在の手当支給を代理返還に切り替えるにはどうすればよいか？ 

  Ａ４「就業規則」または「賃金規程」などで、その旨を定めてください。加えて機 

構の必要な手続きも行ってください。切り替え日が決まりましたら「７ 制度 

創設等事務手続き （１）制度創設・変更]に基づき手続きをお願いします。 

      ※切り替えは補助金請求前に行ってください。 

 

    Ｑ５ 現在、代理返還を行っているが、中央会に制度創設を届出した場合に支援対象者 

     や補助金の扱いはどうなるか？ 

  Ａ５ 中央会で制度創設を登録された年度の４月１日以降に採用された正社員が支援 

         対象者になります。補助金はその正社員の採用月にかかわらず、中央会で登録さ 

れた月以降が補助金対象期間になります。 

 

    Ｑ６ 制度創設前に支援対象者要件を満たす従業員を採用したが、補助対象にならな 

いのか？ 

  Ａ６ 採用した年度内に中央会に制度創設を届出し、登録された場合に限り補助対象 

になります。（前年度以前の採用者は補助対象外です） 



    なお、採用から制度創設登録までの期間を控除したものが補助対象期間となり 

ます。なお、採用から制度創設登録までの期間を控除したものが補助対象期間とな 

ります。 

       

（例）令和８年４月１日に支援対象要件を満たす者を採用、令和８年７月１日奨学金返還 

支援制度を創設し支給開始。同年８月１日に中央会に創設申請し登録された場合。 

 

①補助対象期間計算起算月     令和  ８年４月・・・ここから３６か月間以内 

②制度創設月(支給開始)     令和  ８年７月 

③制度創設登録月             令和  ８年８月・・・ここからが補助対象期間 

④補助対象期間終了月         令和１１年３月・・・ここまでが補助対象期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７ 「就業規則」または「賃金規程」などで岡山県外からのＩＪＵターン就職のみを 

支援対象としている企業において、支援対象者が住民票を県外に移していなかっ 

た場合や建物賃貸借契約書の写しがない場合は、何を提出すればよいか？ 

Ａ７ 電気料金、水道料金の領収書等、在学中の大学発行物等、岡山県外に居住してい 

たことが確認できる書類を提出してください。 

 

Ｑ８ 初年度は岡山県内勤務だったが２年目は県外勤務となった場合対象外となるか？ 

Ａ８ 岡山県内に所在する事業所等への勤務期間のみが補助対象となります。岡山県外 

         勤務期間は補助対象外となり、かつその期間は補助対象期間の３６か月間の計算 

に含まれます。 

         ※岡山県外勤務になった場合は速やかに中央会へご連絡ください。 

 

Ｑ９ 補助対象期間内に退職した場合、どうなるのか？ 

Ａ９ 退職した日までに返還した奨学金に対する手当を補助対象とします。 

      ※退職日が判明した場合、中央会へ速やかにご連絡ください。 

 

Ｑ10 支援対象者が奨学金返還を延滞していたらどうすればよいか？ 

Ａ10 状況により補助金額が変わります。 

※延滞が判明した場合、中央会へ速やかにご連絡ください。 

 

 

補助対象期間外 

R8.4.1 

 

R8.7.1 R11.3.31 

← 

②
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録 ※この場合の補償対象期間は R８年４～７月を除く 32 か月になります 

補助対象期間 32 か月 

←
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「社内規程」について、次のとおり例示しますのでご活用ください。 

【例】奨学金返還支援制度規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金返還支援制度規程 

株式会社 〇〇〇〇 

【目的】 

第１条 この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。 

【奨学金返還支援制度】 

第２条 奨学金返還支援制度（以下「返還支援制度」という。）とは、自身の奨学金を現に返還している正 

社員に対して、会社がその返還額の一部を補助するために毎月の給与で手当として支給（以下、 

「手当支給」という。)する、または補助対象企業が奨学生に代わり直接返還（以下「代理返還」 

という。）する制度のことをいう。 

【支援制度の対象者】 

第３条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者（以下「支援対象者」という。）とする。 

（１）就業規則第〇条に定める正社員であること 

（２）(独)日本学生支援機構の奨学金を返還中の者 

（３）過去に岡山県中小企業就職促進奨学金返還支援事業、および中小企業Ｕターン就職促進奨学 

金返還支援事業の支援対象者となっていない者 

（４）他団体から重複して奨学金返還支援を受けていない者 

（５）就職後３年以内の者 ←年数設定は自由ですが、第６条の期間との整合性を保ってください 

（６）３５歳未満の者 ←年齢設定は自由ですが、補助金対象者要件は事業年度末時点で３５歳未満です 

（７）第４条の書類を提出した者 

【支給対象】 

第４条 支援制度の適用を受けようとする正社員は、次の書類を会社が指定する日までに提出しなければ

ならない。 

（１）奨学金等の借入総額および返還計画がわかる書類 

（２）採用された月における奨学金等の借入残高がわかる書類 

（３）その他会社が必要とする書類 

２ 支援対象者は会社の要請に応じて会社が指定する日に奨学金を返還していることを証明する書類を

提出しなければならない。 

３ 支援対象者は、返還計画の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。 

【〇〇手当】 

第５条 奨学金返還額の一部を、「〇〇手当」として毎月の給与で支給または代理返還する。 

２ 手当支給または代理返還の額は、年間返済額の範囲内で月額〇〇、〇〇〇円を上限とする。ただ

し、月返還額が上限額に満たないときは月返還額と同額とする。←半額の範囲内、月返還額に関わ

らず一律〇〇円等も可 

【支給期間等】 

第６条 手当支給または代理返還の支給期間は採用した月から３６か月以内とし、本規程制定前の在籍期

間は手当支給および代理返還の支給対象期間としない。 

【支給の停止等】 

第７条 (独)日本学生支援機構への奨学金の返還が確認できない場合のほか、以下の事由に該当する場合 

は当該期間の支給を停止する。 

１．休職期間中の者 

２．月の出勤日数が、８割未満の者 

３．出勤停止以上の制裁処分を受けて１年を経過してない者 

４．育児休業中の者 

５．介護休業中の者 

【その他】 

第８条 本規程を変更する場合は、事前に正社員に対して通知する。 



※  事業所の支援制度における支援対象者・支給時期・金額等については、自由に設定し 

ていただいて構いません。ただし、岡山県の補助金の交付にあたって、｢支援対象者｣ 

等について一定の要件があります。 

 

【その他】 

１．労働基準監督署への届出 

｢就業規則｣については、労働基準法第８９条により、常時１０人以上の労働者を使用 

する事業場において作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされ 

ています。｢就業規則｣を変更する場合も所轄の労働基準監督署に届け出なければなり 

ません。 

 

２．提出された書類等の取扱い 

中央会では提出された書類等については、理由の如何に問わず返却いたしません。提 

出された書類等に記載の事項については中央会の定める個人情報保護方針に則り取扱 

いたします。 

 

 

｢就業規則｣や｢賃金規程｣等の作成、また、本制度の内容等については、下記までお問い合 

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

岡山県中小企業団体中央会 

奨学金返還支援事業担当 

〒７００-０８１７ 

 岡山市北区弓之町 4番 19-202 号 

TEL：０８６－２２４－２２４５ 

Mail：okashou@okachu.or.jp 



中小企業就職促進奨学金返還支援事業実施要領 

 
（趣旨） 

第１条 本要領は、岡山県内への若者の就職促進及び中小企業の人材確保・職場定着を図るた

め、岡山県中小企業団体中央会（以下「中央会」という。）が実施する、従業員の奨学金返還

支援を行う中小企業者（以下「補助対象企業」という。）の取組を支援する補助金の交付等に

関し、必要な事項を定めるものである。 

 

（中小企業者の範囲） 

第２条 本要領において「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第

２条第１項又は中小企業信用保険法施行令第１条第２項に定める中小企業者で、次の表のとお

りとする。本条による中小企業者には個人事業主も含まれる。 

 

＜中小企業者の範囲＞ 業種に応じて①又は②を満たすもの  

業  種 
①資本金の額又は 

出資の総額 

②常時使用する 

従業員数 

中小企業基本法

第２条第１項 

製造業、建設業、運輸業等 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

中小企業信用保

険法施行令 

第１条第２項 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用
タイヤ及びチューブ製造業並びに工業
用ベルト製造業を除く） 

３億円以下 ９００人以下 

ソフトウエア業又は情報処理サービス

業 
３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下 

 

（補助対象企業） 

第３条 本事業の補助対象企業は、以下の各号に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者とす

る。 

（１）岡山県内に主たる事業所を有する又は岡山県外に主たる事業所があるが、岡山県内にある

事業所に勤務先を限定した採用を行っている中小企業者 

（２）本事業で補助金の対象となる従業員（以下「支援対象者」という。）への奨学金返還支援

制度（以下「返還支援制度」という。）を設け、手当として奨学金返還のための金銭を従業

員に支給（以下「手当支給」という。）若しくは従業員に代わって独立行政法人日本学生支

援機構（以下「機構」という。）に対して直接返還（以下「代理返還」という。）又はその両

方を行っている中小企業者。 

  ただし、支援対象者が退職した場合に、支援対象者に手当支給額又は代理返還額の全部又は

一部の返還義務を負わせる返還支援制度及び手当支給又は代理返還に伴い本給その他の手当

の減額が行われる返還支援制度を設ける中小企業者を除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付の対象としないものとする。 

（１）国又は地方公共団体が出資しているもの 

（２）労働関係法令に違反しているもの 

（３）岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第２条第３号に掲げる暴力団員 

等に該当又は疑われるもの 

（４）その他補助金を交付することが適当でないと認められるもの 



３ 補助対象企業は、岡山県が進める岡山県内就職の促進等に係る取組への参画に努めること。 

 

（補助対象企業の届出） 

第４条 補助対象企業が、返還支援制度を創設し、支援事業を開始しようとする場合、「中小企

業就職促進奨学金返還支援制度創設・変更届出書」（様式第１号）に、就業規則又は賃金規程

など手当支給又は代理返還の根拠が確認できる書類の写しを添えて、中央会に届出しなければ

ならない。 

２ 補助対象企業は、返還支援制度を変更した場合、「中小企業就職促進奨学金返還支援制度創

設・変更届出書」（様式第１号）に、変更内容が確認できる書類の写し等を添えて、中央会に

届出しなければならない。 

３  補助対象企業は、当事業を中止、又は廃止した場合、「中小企業就職促進奨学金返還支援制

度中止（廃止）届出書」（様式第１号の２）を中央会に届出しなければならない。 

 

（支援対象者） 

第５条 支援対象者は、補助対象企業に勤務する従業員で、以下の各号に掲げる要件を全て満た

す者とする。 

（１）令和９年度末までに採用された者又は令和９年度に採用内定（企業の雇用の意思と学生の

入社の意思が決定した状態）となった者で令和１０年度末までに採用された者 

（２）雇用期間の定めがなく、補助対象企業において正社員として勤務している者 

（３）機構から奨学金を貸与された者で、その奨学金を返還予定又は返還中である者 

（４）（３）の奨学金について、他団体から重複して返還支援を受けていない者 

（５）過去に岡山県の中小企業就職促進奨学金返還支援事業及び中小企業Ｕターン就職促進奨学

金返還支援事業の支援を受けたことがない者 

（６）岡山県内に所在する事業所等に勤務している者 

（７）申請日の属する年度末時点において、３５歳未満である者 

（８）補助対象企業が個人事業主（実質的に代表者の個人事業と同様と認められる会社を含

む。）である場合は、当該事業主と同居している親族でない者。ただし、勤務実態、勤務条

件が他の従業員と同様であると認められる場合は除く。 

 

（補助対象経費等） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助対象期間、補助

率及び補助限度額は、別表第１に定めるとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付す

る。 

 

（補助実施期間） 

第７条 本事業の補助実施期間は、別表第２に定めるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請等） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする補助対象企業は、「中小企業就職促進奨学金返還支援事

業補助金交付申請書」（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添えて、中央会が定める日ま

でに提出しなければならない。 

（１）就業規則又は賃金規程など手当支給又は代理返還の根拠が確認できる書類の写し 

（２）事業計画書 

（３）従業員名簿又は組織図など支援対象者の勤務地が確認できる書類の写し 

（４）支援対象者の雇用契約書又は雇入通知書の写し 

（５）支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

（６）機構の奨学金返還の口座振替（リレー口座）加入通知など支援対象者の奨学金年間返還額

及び奨学生番号が確認できる書類の写し 

（７）支援対象者の退職証明書や卒業証明書など、補助対象企業に採用される前に通勤、通学し

ていたことを証明する書類の写し（初回申請時のみ） 

（８）支援対象者の署名がある内定承諾書の写し（内定者のみ 初回申請時のみ） 

（９）補助対象企業のうち、就業規則又は賃金規程などで、岡山県外からＩＪＵターン就職した

従業員のみを支援対象者としている企業については、支援対象者が岡山県外からＩＪＵタ



ーン就職したことが確認できる書類の写し（住民票の写し、建物賃貸借契約書の写しな

ど）（初回申請時のみ） 

（10）岡山県税の納税証明書など岡山県税に滞納がないことを証明するものの写し 

（11）その他中央会が必要と認める書類 

 

２  補助対象企業が、補助金の交付決定前に補助事業に着手した場合は、補助金の交付を受ける

ことができない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場

合において、「中小企業就職促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書」（様式第２号）により

申し出たときは、この限りでない。この場合でも、当該事業年度の４月１日より前に遡ること

はできない。 

 

（補助金の交付の決定等） 

第９条  中央会は、前条第１項の規定による申請書等の提出があったときは、申請内容等により

審査を行うものとし、その審査等の結果に基づき、補助金の交付又は不交付を決定するものと

する。なお、中央会は、必要に応じて現地調査等の審査を行い、申請書の内容に係る事項につ

き修正を加え又は条件を付して補助金の交付を決定できるものとする。 

２  中央会は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付したと

きの条件を速やかに当該申請者に通知するものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第 10条  補助対象企業は、前条第２項の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定

の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、中央会が別に定める期日までにその理由

を記載した書類を添付して、交付申請を取り下げることができる。 

 

（支援事業の変更、中止又は廃止） 

第 11条  補助対象企業は、支援事業の内容を変更しようとするときは、「中小企業就職促進奨学

金返還支援事業補助金変更承認申請書」（様式第３号）を中央会に提出しなければならない。

ただし、補助金額の変更を伴わないものについては、この限りでない。 

２  補助対象企業は、支援事業を中止し、又は廃止しようとするときは、「中小企業就職促進奨

学金返還支援事業補助金中止（廃止）承認申請書」（様式第４号）を中央会に提出しなければ

ならない。 

３  中央会は、前２項の申請があったときは、申請内容等の審査等を行うものとし、申請事項を

承認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。 

 

（支援事業遂行の義務） 

第 12条  補助対象企業は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理

者の注意をもって支援事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。 

２  補助対象企業は、事業進捗状況の報告を求められた時は、中央会が別に定める期日までに、

「中小企業就職促進奨学金返還支援事業補助金進捗状況報告書」（様式第５号）を提出しなけ

ればならない。 

３  中央会は、前項の報告があった場合、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査

等を行うものとする。 

 

（支援事業の実績報告） 

第 13条  補助対象企業は、支援事業が完了したときは、中央会が別に定める日までに、「中小企

業就職促進奨学金返還支援事業補助金実績報告書」（様式第６号）に、第１２条第２項で未履

行になっている次の各号に掲げる書類を添えて、中央会に提出しなければならない。 

（１）給与明細書又は賃金台帳など支援対象者に支給した手当の月ごとの実績が確認できる書類

の写し（手当支給の場合） 

（２）支援対象者が奨学金を返還したことを証する書類（手当支給の場合） 

（３）代理返還の対象者、代理返還の額及び補助対象企業が代理返還を行ったことが確認できる 

書類の写し（代理返還の場合） 

（４）その他中央会が必要と認める書類 



（補助金の額の確定等） 

第 14条  中央会は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行う。これにより、当該事業の成果が交付決定の内容（ただし、第１

１条第３項に基づいて変更を承認したときは、その承認された内容）及びこれに付した条件に

適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象企業に通知するもの

とする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 15条  中央会は、補助対象企業が補助金を他の用途に使用するなど、その補助事業に関して

補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

２  中央会は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を当該補助対象企業に通知するも

のとする。 

 

（補助金の返還） 

第 16条  中央会は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、中央会が別に定める期日までに返還を命じるものと

する。 

 

（立入検査等） 

第 17条  中央会は、支援事業の適正を期すため必要があるときは、補助対象企業に対して報告

させ、又はその事業所等に立ち入り、帳簿書類その他を検査することができる。 

 

（補助金の支払、請求） 

第 18条  中央会は、第１２条第３項により事業進捗状況の確認を行った後又は第１４条により

補助金の額を確定した後、補助金を補助対象企業に対し支払うものとする。 

２  補助対象企業は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、「中小企業就職

促進奨学金返還支援事業補助金進捗状況報告書」（様式第５号）又は「中小企業就職促進奨学

金返還支援事業補助金実績報告書」（様式第６号）により、中央会に補助金の支払請求を行う

ものとする。 

 

（補助金の経理） 

第 19条  補助対象企業は、支援事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類又

はデータを整備し、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければ

ならない。 

 

（書類の提出） 

第 20条  本要領により中央会に提出する書類は、原本正本１部又はデータで提出する。 

 

（補則） 

第 21条  この要領に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は、中央会が別に定め 

る。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月６日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年７月２日より施行する。 

 附 則 

この要領は、令和２年４月１日より施行する。 

なお、令和２年３月３１日以前に補助対象企業に採用された者については、従前の例によ 

るものとする。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日より施行する。 

なお、令和３年３月３１日以前に補助対象企業に採用された者については、従前の例によ 



るものとする。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日より施行する。 

なお、令和４年３月３１日以前に補助対象企業に採用された者については、従前の例によ 

るものとする。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日より施行する。 

なお、令和６年３月３１日以前に補助対象企業に採用された者については、従前の例によ 

るものとする。 

附 則 

     この要領は、令和７年４月１日より施行する。 

なお、令和７年３月３１日以前に補助対象企業に採用された者については、従前の例によ 

るものとする。 

附 則 

     この要領は、令和８年４月１日より施行する。 

なお、令和８年３月３１日以前に補助対象企業に採用された者については、従前の例によ 

るものとする。 

 

別表第１(第６条関係) 

 

補助対象経費 

 

 

補助対象企業が、就業規則又は賃金規程な

ど文書で明確に定めた返還支援制度に基づ

き、支援対象者に手当支給した額及び代理

返還した額 

補助対象期間 

令和５年度末までに採用された

者、令和５年度内定者で令和６年

度に採用された者 

岡山県内の事業所等に勤務した期間で、採

用後５年以内（補助対象企業に採用された

日の属する月を１か月目とし、６０か月目

となる月まで）とする。 

令和６年度から令和９年度末まで

に採用された者、令和９年度内定

者で令和１０年度に採用された者 

岡山県内の事業所等に勤務した期間で、採

用後３年以内（補助対象企業に採用された

日の属する月を１か月目とし、３６か月目

となる月まで）とする。 

補助率 ２分の１ 

補助限度額 

補助金の交付申請を行った年度に支援対象

者が機構に返還する額の範囲内で補助対象

企業が手当支給した額及び代理返還した額

を補助対象額とし、その２分の１の額又は

９万円のいずれか低い額を上限とする。 

 

 

別表第２(第７条関係) 

 補助実施期間 

令和５年度末までに採用された者、令和５年

度内定者で令和６年度に採用された者 

採用後最長５年（６０か月）間 

令和６年度から令和９年度末までに採用され

た者、令和９年度内定者で令和 10年度に採用

された者 

採用後最長３年（３６か月）間 

 


